
１．件 名：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所の JMTR 原子炉施設

に係る廃止措置計画の認可申請に関する事業者ヒアリング（１１） 

２．日 時：令和２年７月２８日（火）１０時１０分～１１時４５分 

３．場 所： 

（１）原子力規制庁１０階南会議室 

（２）日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 

※本ヒアリングは、テレビ会議にて実施 

４．出席者： 

（１）原子力規制庁 

原子力規制部 研究炉等審査部門 

上野管理官補佐、加藤安全審査官、山田係員 

（２）国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

材料試験炉部 廃止措置準備室 担当者 他６名 

 

５．議事要旨 

（１）国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）か

ら、大洗研究所のＪＭＴＲ原子炉施設に係る廃止措置計画の認可申請に関して、

第１５回核燃料施設等の廃止措置計画に係る審査会合（令和２年３月１１日）で

指摘のあったＵＣＬ系統の機能維持方針、商用電源喪失時の代替措置等について、

資料１に基づき説明があった。 
（２）上記（１）の説明に対し、原子力規制庁から主に以下の事項について確認を行

い、原子力機構から了解した旨回答があった。 

○ 商用電源喪失時に用いる可搬型発電機の出力について、それぞれの供給先の

負荷容量を明確にして、十分な設備であることを説明する必要があること。ま

た、既存のディーゼル発電機の撤去時期を明確にする必要があること。 
（３）原子力機構から、大洗研究所（北地区）原子炉施設保安規定の変更認可申請（令

和２年７月１７日付け）における、ＪＭＴＲ原子炉施設の廃止措置に係る申請概

要について、資料２に基づき説明があった。 
（４）上記（３）の説明に対し、原子力規制庁から主に以下の事項について確認を行

い、原子力機構から了解した旨回答があった。 

○ 保安規定変更申請について、新検査制度の導入に対応し品質マネジメントシ

ステム等を反映した廃止措置段階の保安規定の申請が必要であることを踏ま

え、位置付けを明確にする必要があること。 
 
６．配付資料 

・原子力機構からの配付資料 



資料１ ＪＭＴＲ原子炉施設に係る廃止措置計画について（審査会合における指摘

事項への回答） 

資料２ ＪＭＴＲ廃止措置に伴う大洗（北地区）原子炉施設保安規定の変更認可申

請について 

 


